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辺
野
古
の
環
境
現
況
事
前
調
査
へ
の
掃
海
母
艦
「
ぶ
ん
ご
」
出
動
に
関
す
る
質
問
主
意
書

那
覇
防
衛
施
設
局
は
、
普
天
間
飛
行
場
の
移
設
先
で
あ
る
沖
縄
県
名
護
市
の
キ
ャ
ン
プ
・
シ
ュ
ワ
ー
ブ
沿
岸
部
で
の
環
境
現

況
事
前
調
査
に
、
海
上
自
衛
隊
の
掃
海
母
艦
「
ぶ
ん
ご
」
を
出
動
さ
せ
、
海
上
自
衛
隊
員
で
あ
る
潜
水
士
を
調
査
機
器
の
設
置

作
業
に
動
員
し
た
。

ジ
ュ
ゴ
ン
の
棲
む
豊
穣
の
海
を
守
る
こ
と
は
、
県
民
、
国
民
、
国
際
社
会
の
重
大
な
責
務
で
あ
る
。
か
つ
て
日
本
軍
は
、
沖

縄
戦
に
お
い
て
住
民
虐
殺
、
「
集
団
自
決
」
の
強
制
な
ど
の
酷
い
仕
打
ち
を
加
え
、
軍
隊
は
住
民
を
守
ら
な
い
と
の
本
質
を
露

わ
に
し
た
。
今
ま
た
防
衛
省
は
、
住
民
の
調
査
阻
止
行
動
に
対
し
、
海
上
自
衛
隊
を
出
動
さ
せ
て
い
る
。
新
基
地
建
設
に
反
対

し
、
辺
野
古
の
海
を
守
ろ
う
と
す
る
人
々
に
威
圧
を
加
え
、
米
軍
を
守
る
自
衛
隊
の
本
質
を
露
わ
に
し
て
い
る
。

今
回
の
掃
海
母
艦
「
ぶ
ん
ご
」
の
出
動
や
、
海
上
保
安
庁
の
危
険
極
ま
り
な
い
過
剰
警
備
を
絶
対
に
認
め
る
訳
に
は
い
か
な

い
。
多
く
の
沖
縄
県
民
は
、
掃
海
母
艦
の
砲
や
銃
口
が
、
住
民
に
向
け
ら
れ
た
も
の
と
受
け
止
め
、
激
し
い
怒
り
の
声
を
上
げ

て
い
る
。
し
か
も
、
今
回
の
調
査
で
は
、
生
き
た
サ
ン
ゴ
を
大
規
模
に
破
壊
し
、
ジ
ュ
ゴ
ン
の
通
り
道
に
水
中
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ

を
設
置
す
る
な
ど
の
暴
挙
に
及
ん
で
い
る
。
断
じ
て
承
服
で
き
な
い
、
許
し
が
た
い
行
為
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

以
下
、
質
問
す
る
。

一



一

政
府
は
、
い
つ
、
誰
が
、
ど
の
よ
う
な
目
的
で
、
い
か
な
る
法
的
根
拠
に
基
づ
い
て
、
辺
野
古
の
環
境
現
況
事
前
調
査

に
、
海
上
自
衛
隊
掃
海
母
艦
「
ぶ
ん
ご
」
の
出
動
を
要
請
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

政
府
は
、
海
上
自
衛
隊
が
右
要
請
に
基
づ
き
、
掃
海
母
艦
「
ぶ
ん
ご
」
を
沖
縄
近
海
辺
野
古
海
域
に
出
動
さ
せ
た
年
月
日

を
示
し
た
上
で
、
環
境
現
況
事
前
調
査
の
機
器
設
置
に
従
事
し
た
海
上
自
衛
隊
潜
水
士
の
人
数
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

今
回
の
環
境
現
況
事
前
調
査
は
、
ア
セ
ス
法
に
も
明
確
に
違
反
す
る
違
法
行
為
で
あ
る
。
防
衛
大
臣
は
、
海
上
自
衛
隊
の

潜
水
士
に
よ
る
機
器
設
置
作
業
に
つ
い
て
、
防
衛
省
設
置
法
第
四
条
十
八
号
を
根
拠
に
挙
げ
、
防
衛
施
設
庁
長
官
は
、
衆
議

院
外
務
委
員
会
に
お
け
る
私
の
質
問
に
対
し
、
同
法
第
四
条
十
九
号
を
根
拠
に
し
て
い
る
。
い
か
な
る
解
釈
、
先
例
に
照
ら

し
、
環
境
現
況
事
前
調
査
に
海
上
自
衛
隊
の
出
動
が
可
能
と
な
る
の
か
、
法
的
根
拠
を
示
し
た
上
で
、
政
府
の
統
一
見
解
を

明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

那
覇
防
衛
施
設
局
は
、
調
査
海
域
の
使
用
同
意
を
得
る
際
に
、
沖
縄
県
か
ら
同
意
に
伴
う
配
慮
事
項
を
明
示
さ
れ
た
上
、

そ
の
厳
守
を
求
め
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
那
覇
防
衛
施
設
局
が
沖
縄
県
に
提
出
し
た
調
査
海
域
の
使
用
願
、
そ
れ
に
対
す
る

沖
縄
県
か
ら
の
同
意
書
及
び
添
付
の
配
慮
事
項
を
示
し
た
上
で
、
調
査
上
の
配
慮
義
務
厳
守
に
対
す
る
政
府
の
見
解
を
明
ら

か
に
さ
れ
た
い
。

二



五

今
回
の
調
査
強
行
に
よ
っ
て
、
生
き
た
サ
ン
ゴ
が
大
規
模
に
破
壊
損
傷
さ
れ
て
い
る
。
調
査
機
器
の
設
置
方
法
や
作
業
工

程
を
具
体
的
に
示
し
、
サ
ン
ゴ
の
破
壊
損
傷
に
つ
い
て
、
海
上
自
衛
隊
や
調
査
委
託
を
受
け
た
民
間
業
者
に
、
ど
の
よ
う
な

責
任
を
追
及
す
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

六

今
回
の
環
境
現
況
事
前
調
査
を
委
託
し
た
業
者
名
、
委
託
費
用
、
調
査
期
間
と
内
容
、
設
置
し
た
機
器
と
機
能
及
び
設
置

場
所
の
数
と
位
置
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
い
か
な
る
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
の
か
、
ま
た
、
こ
れ
ら
の
措
置
が
適
切
で

あ
っ
た
と
考
え
る
の
か
ど
う
か
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


